
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原小っ子 

 

９月号 

青森市立原別小学校 

令和７年９月２５日 

※ 今後変更も考えられますので、その際はマチコミメールでお知らせいたします。                     
      

１０月の行事予定  

日 月 火 水 木 金 土 
 ９月２９日 ９月３０日 １日 ２日 ３日 ４日 

 後期始業式 
諸費引落日 

4 年校外学習 
３年校外学習 
マラソン記録会
（１・４・５年） 

マラソン記録会 
（３・６年） 

発育測定（１年） 
クラブ活動 
ALT 来校 

１年校外学習 
発育測定 

（２~６年） 
 

体育館使用
（八重田保
育園） 

５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 

体育館使
用（原別
保育園） 

 全校合唱練習 
児童集会 

後期清掃班組織会 
クラブ活動 
職員会議 

  

１２日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日 

 スポーツの日  
音楽集会 

生徒指導アンケート 
・面談（～1７日） 

委員会活動 
ALT 来校 
はまなす号 

  

１９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日 

 
全校合唱練習 

青森市教育委員会
学務課訪問 

 学習発表会総練習 
委員会活動 
ALT 来校 

ALT 来校 学習発表会 

２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日  

 振替休業日 
諸費引落日 

１年食育指導  

県盲祭見学年 
（１・４年） 
クラブ活動 
はまなす号 

  

 

令和７年度 全国学力・学習状況調査 分析結果 

４月に行われた全国学力・学習状況調査（６学年で実施）の分析結果をお知らせします。 

・国語、算数は全国平均をやや下回りました。理科は全国比 

・前年度と比較すると、記述式の回答で大きな改善が見られました。 

・現在、分析結果をもとに授業の改善に取り組んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※全国平均を上回った部分（全国比 100以上）に網掛けをしています。 
 

児童の写真掲載について 
学校では、保護者の皆様より４月に児童の

写真掲載についての同意をいただき、学校だ

よりや学年だより等で学校生活の様子をお伝

えしてきたところです。 

しかし、昨今の事件を踏まえ、教職員の私的

な端末を利用した児童の写真撮影は禁止と

し、学校だより等における写真掲載において

も慎重にならざるを得ない状況です。 

安全・安心な環境維持のため、今後は多くの

人目に触れる可能性のある場合、写真の使用

は極力控える所存です。 

保護者の皆様におかれましても、行事等で

撮影した写真の扱いには十分ご注意いただ

き、SNS 等のアップロードはなさらないよ

う、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

ハーフタイム        
校長 木村 俊秀 

９月２６日（金）に前期終業式を行います。原別小学校が２学期制を取り入れて３年目となり，保護者の
皆様も慣れたとは思いますが，改めて，２学期制の教育的効果について確認したいと思います。  
児童にとっての教育的効果 
・長期休業直前まで，落ち着いて学習に取り組むことができる。 
・長期的な学習（単元の時間数が多い学習）がしやすく，見通しを立てて学ぶことができる。 

・長い期間で，成長や変容を見てもらえる。  
・教師と関われる時間や機会が増える。 
・行事の練習や校外学習がゆったりできる。 

 私は，昨年度，原別小学校に赴任しました。これまでは３学期制の経験しかなかったので，上記の効果を
実感しております。さて、子どもたちが通知票を持ちかえります。サッカーやバスケットボールなどのゲームでは，
前半が終わるとハーフタイムに入り，それまでをふり返り，コーチがベンチで励ましやアドバイス，戦術の変更の
指示などを行います。各家庭におかれましても，通知票をもとに声がけをお願いいたします。 

ご参加ありがとうございました 
９月 1２日（金）に行われた授業参観、学校保健委員

会、引き渡し訓練には、たくさんの保護者の方がご参加

くださいました。誠にありがとうございます。 

授業の内容やお子様の様子、また行事の持ち方等につ

いてお気づきの点がありましたら、電話や連絡帳などで

いつでもご連絡ください。 

また、お子様の生活態度や子育てのことなどについて

お悩みの方は、スクールカウンセラーへの相談も可能で

す。ご希望の方は学校 726－3100 担当（教頭）まで

どうぞ。 

スクールカウンセラー来校日 

・10月 22日（水） ・11月 5日（水） 

・12月 3日（水） ・ 1月 28日（水） 

・ 2月 27日（金） ・ 3月 12日（木） 

 
時間は 13：00～15：30 です。 

【国語】

区分 本校 青森県 全国 全国比

言葉の特徴や
使い方

84 81.7 76.9 109

情報の扱い方 56 61.5 63.1 89

我が国の言語
文化

76 81.7 81.2 94

話すこと・聞くこ
と

62.7 63.4 66.3 95

書くこと 74.7 69.2 69.5 107

読むこと 54 57.5 57.5 94

選択式 62.2 63 64.7 96

短答式 80.7 82.1 78.5 103

記述式 63 60.5 58.8 107

全体 66 67 66.8 99

【理科】

区分 本校 青森県 全国 全国比

エネルギー 44.5 48.6 46.7 95

粒子 54 51.6 51.4 105

生命 58.5 55.5 52 113

地球 64 68.2 66.7 96

選択式 54 55.3 54.7 99

短答式 69.5 73 69.7 100

記述式 51 49.5 45.2 113

全体 57 59 57.1 100

【算数】

区分 本校 青森県 全国 全国比

数と計算 55 61.1 62.3 88

図形 50 56 56.2 89

測定 48 54.8 54.8 88

変化と関係 56.7 55.1 57.5 99

データの活用 59.6 61.1 62.6 95

選択式 62.3 65.6 67.2 93

短答式 57.7 77.4 76.5 75

記述式 66.7 63.9 64 104

全体 33 33.4 34.9 95
家庭教育紙上講座 第３回 『自分で決めて 実行する』 

今回は，『子どもの健やかな成長と笑顔を支えるための７か条』の第１条『子どもの自己決定を尊重し，
自己実現を応援しましょう』について，一緒に考えていきましょう。 
子どもは成功体験や失敗体験の中から多くのことを学ぶと言われています。特に，自分が決めたことであった

ら、成功したときに得るものはとても大きいことでしょう。 
でも，「じゃあ，子どもに何でも決めさせたらいいんだな」と，あれもこれも子どもに委ねることは，どうで

しょうか。そこには，確認が必要だと思います。それは，子どもの成長にとって必要なことなのか。 
もしも，「家では勉強しないと決めた」と言ったら，どうですか？「あなたが，決めたことだから」とは，なら

ないですよね。ときに，自己決定とわがままを履き違えていることもあります。 
また，せっかくいい自己決定をしたのに，転ばぬ先の杖で，壁や石ころを取り除き過ぎてもいけません。 
さらに，失敗したときに，それ見たことかと檄をとばすなど「傷口に塩！」いけません，いけません。 
子どもにとっての良き伴走者になりたいものですね。 

 
校長に   
 よる 



 


